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日本学校教育相談学会会員各位

日本学校教育相談学会

会長 日野 宜千 

平成17年度会費納入のお願い 

会員の皆様におかれましては、ご多忙の日々をお過ごしのことと存じます。 

平成17年度の会費を納入していただく時期となりましたのでご案内申し上げます。 

平成17年度から年会費は5,000円から7,000円となりましたので、ご送金の際にお間違 

いのないように、よろしくお願い申し上げます。 

会費の納入にあたり、下記の点についてご注意くださいますようお願いいたします。 

(1) 既に平成17年度会費を5,000円納められている皆様は、差額の2,000円をお送りい 

ただけますようお願いいたします。 

(2) 群馬県、東京都、愛知県、岐阜県、奈良県、鳥取県、島根県支部の皆様は、支部 

に会費を納めていただくことになっておりますので、支部事務局からのご連絡を 

お待ちください。 

(3) 会則により、会費が2年連続して未納の場合は、3年目に自動的に会員籍を失い 

ますので、ご注意ください。 

(4) ご自宅の住所が変更になった場合は、早めにFAXかはがきで、支部と本学会事 

務局に、必ずご連絡をお願いいたします。宅急便でご連絡する場合もあり、郵便 

局への転居届だけではお手元に届かないことがあります。 

・会費等のお問い合わせは、 

日本学校教育相談学会事務局担当(ほんの森出版)佐藤敏 

TELO42-548-8669FAXO42-522-1523 

〒190-0022東京都立川市錦町2-1-21-501 

郵便振替口座番号00100-7-544694名義日本学校教育相談学会 


